
別表第１（第２条、第３条関係）

指定学校変更許可基準

区分 許可基準
指定学校の
変更後に就
学する学校

指定学校の変更
の期間

添付書類

１　転居
市内転居により指定学校が変更にな
る場合

従前から通学
していた学校

卒業まで

２　転居予定 市内転居することが明確である場合
転居予定地
の指定学校

転居まで

建築請負契約書及
び建築確認申請書
の写し
又は転居予定の事
実が確認できる書
類

３　留守家庭
小学校児童の保護者が就労等により
下校後の児童を保護監督することが
困難なため、親族等に預ける場合

預け先住所
地の指定学
校

卒業まで
勤務証明書、保育
証明書

４　兄弟姉妹と
同学校への就学

指定学校変更の許可を受けた兄弟
姉妹がいる児童生徒が、その兄弟姉
妹が在籍する学校に通学を希望する
場合

兄弟姉妹が
在籍する学
校

卒業まで

５　いじめや不登
校への対応

いじめや不登校などの理由で住所地
の指定学校への通学が困難な場合

教育委員会
が適当と認め
た学校

教育委員会が必
要と認める期間

教育委員会が必要
とする書類

６　小学校から
中学校への進学

小学校の指定学校変更の許可を受
けている児童が、引き続き同学区の
中学校に進学を希望する場合

小学校学区と
同学区の中
学校

卒業まで

７　行政区と住
所地の大字が異
なる場合

行政区（加入する地域の自治会）と住
所地の大字が異なるため、その大字
が通常属する行政区の指定学校に
通学を希望する場合

住所地の大
字が通常属
する行政区
の指定学校

卒業まで

８　地域的、地理
的事情

教育委員会が指定する地域におい
て、指定学校より著しく近距離の学校
を希望する場合

指定学校より
著しく近距離
の学校

卒業まで

９　病弱、身体の
障害等

児童生徒が通院治療を要する場合
教育委員会
が適当と認め
た学校

教育委員会が必
要と認める期間

医師の診断書

１０特別支援学
級

住所地の指定学校に特別支援学級
がないために、特別支援学級の設置
された学校への通学を希望する場合

教育委員会
が適当と認め
た学校

教育委員会が必
要と認める期間

１１その他の事
情

やむを得ない事情があると認められ
る場合

教育委員会
が適当と認め
た学校

教育委員会が必
要と認める期間

教育委員会が必要
とする書類


